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１．平成31年第２回郡上市議会定例会議事日程（第３日） 

平成31年３月７日 開議 

 

 日程１ 会議録署名議員の指名 

 日程２ 議案第４号 郡上市自主運行バス設置条例の一部を改正する条例について 

 日程３ 議案第５号 郡上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

 日程４ 議案第６号 郡上市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

 日程５ 議案第７号 教育長の給料の月額の特例に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程６ 議案第８号 郡上市移動通信用鉄塔施設設置条例の一部を改正する条例について 

 日程７ 議案第９号 郡上市公の施設使用料徴収条例等の一部を改正する条例について 

 日程８ 議案第 10号 郡上市八幡市島美しいむらづくり多目的管理棟の設置及び管理に関する

条例等の一部を改正する条例について 

 日程９ 議案第 11号 郡上市基金条例の一部を改正する条例について 

 日程10 議案第 12号 郡上市産業プラザの設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例

について 

 日程11 議案第 13号 郡上市土地改良事業分担金賦課徴収条例の一部を改正する条例について 

 日程12 議案第 14号 郡上市林道事業分担金等に関する徴収条例の一部を改正する条例につい

て 

 日程13 議案第 15号 郡上市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

 日程14 議案第 16号 郡上市布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格に関

する条例の一部を改正する条例について 

 日程15 議案第 17号 郡上市一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格に関する条例の一部を改

正する条例について 

 日程16 議案第 18号 郡上市高齢福祉センターの設置及び管理に関する条例等の一部を改正す

る条例について 

 日程17 議案第 19号 郡上市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 日程18 議案第 20号 郡上市立幼稚園の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例に

ついて 

 日程19 議案第 21号 郡上市立学校体育施設等開放条例の一部を改正する条例について 
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 日程20 議案第 22号 郡上市体育施設条例の一部を改正する条例について 

 日程21 議案第 39号 平成31年度郡上市国民健康保険特別会計予算について 

 日程22 議案第 40号 平成31年度郡上市下水道事業特別会計予算について 

 日程23 議案第 41号 平成31年度郡上市介護保険特別会計予算について 

 日程24 議案第 42号 平成31年度郡上市介護サービス事業特別会計予算について 

 日程25 議案第 43号 平成31年度郡上市駐車場事業特別会計予算について 

 日程26 議案第 44号 平成31年度郡上市宅地開発特別会計予算について 

 日程27 議案第 45号 平成31年度郡上市青少年育英奨学資金貸付特別会計予算について 

 日程28 議案第 46号 平成31年度郡上市鉄道経営対策事業基金特別会計予算について 

 日程29 議案第 47号 平成31年度郡上市後期高齢者医療特別会計予算について 

 日程30 議案第 48号 平成31年度郡上市小水力発電事業特別会計予算について 

 日程31 議案第 49号 平成31年度郡上市工業団地事業特別会計予算について 

 日程32 議案第 50号 平成31年度郡上市大和財産区特別会計予算について 

 日程33 議案第 51号 平成31年度郡上市白鳥財産区特別会計予算について 

 日程34 議案第 52号 平成31年度郡上市牛道財産区特別会計予算について 

 日程35 議案第 53号 平成31年度郡上市石徹白財産区特別会計予算について 

 日程36 議案第 54号 平成31年度郡上市高鷲財産区特別会計予算について 

 日程37 議案第 55号 平成31年度郡上市下川財産区特別会計予算について 

 日程38 議案第 56号 平成31年度郡上市明宝財産区特別会計予算について 

 日程39 議案第 57号 平成31年度郡上市和良財産区特別会計予算について 

 日程40 議案第 58号 平成31年度郡上市水道事業会計予算について 

 日程41 議案第 59号 平成31年度郡上市病院事業会計予算について 

 日程42 議案第 61号 財産の無償譲渡について（上沢集会所敷地及び倉庫） 

 日程43 議案第 62号 市道路線の廃止について 

 日程44 議案第 63号 市道路線の認定について 

 

２．本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

 

３．出席議員は次のとおりである。（１８名） 

        １番   三 島 一 貴        ２番   森 藤 文 男 

        ３番   原   喜与美        ４番   野 田 勝 彦 
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        ５番   山 川 直 保        ６番   田 中 康 久 

        ７番   森   喜 人        ８番   田 代 はつ江 

        ９番   兼 山 悌 孝       １０番   山 田 忠 平 

       １１番   古 川 文 雄       １２番   清 水 正 照 

       １３番   上 田 謙 市       １４番   武 藤 忠 樹 

       １５番   尾 村 忠 雄       １６番   渡 辺 友 三 

       １７番   清 水 敏 夫       １８番   美谷添   生 

 

４．欠席議員は次のとおりである。（なし） 

 

５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

     市    長  日 置 敏 明     副  市  長  青 木   修 

     教  育  長  石 田   誠     市長公室長  日 置 美 晴 

     総 務 部 長  乾   松 幸     市長公室付部長  置 田 優 一 

     健康福祉部長  丸 茂 紀 子     農林水産部長  下 平 典 良 

     商工観光部長  福 手   均     建 設 部 長  尾 藤 康 春 

     環境水道部長  馬 場 好 美     郡上偕楽園長  清 水 宗 人 

     教 育 次 長  丸 山   功     会計管理者  遠 藤 正 史 

                         郡上市民病院          
     消  防  長  桑 原 正 明     事 務 局 長  古 田 年 久 

     国保白鳥病院                              
     事 務 局 長  藤 代   求     代表監査委員  大 坪 博 之 

 

６．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

                         議会事務局       
     議会事務局長  長 岡 文 男     議会総務課長  水 口 裕 史 
 
     議会事務局               
     議会総務課長  竹 下   光      
     補    佐               
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    ◎開議の宣告   

○議長（兼山悌孝君）  議員各位には連日の出務、御苦労さまでございます。 

 ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しておりますので、これより会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してありますので、お願いいたします。 

（午後 ３時２８分）  

──────────────────────────────────────────── 

    ◎会議録署名議員の指名   

○議長（兼山悌孝君）  日程１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第88条の規定により、会議録署名議員には、１番 三島一貴君、18番 美谷添生君を指

名いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

    ◎議案第４号から議案第63号までについて（質疑・委員会付託）   

○議長（兼山悌孝君）  日程２、議案第４号 郡上市自主運行バス設置条例の一部を改正する条例に

ついてから、日程44、議案第63号 市道路線の認定についてまでの43議案を一括議題とし、質疑を

行います。 

 ただいま一括議題としました43議案のうち、質疑通告のあった議案の質疑を行います。 

 初めに、議案第12号について質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。 

 14番 武藤忠樹君の質疑を許可いたします。 

○１４番（武藤忠樹君）  14番、武藤です。議案第12号郡上市産業プラザの設置及び管理に関する条

例等の一部を改正する条例についてでありますが、いただきました議案書の新旧対照表、20ページ

でありますが、ここに郡上市ひるがの湿原植物園の設置及び管理に関する条例の一部改正の新旧対

照表が載っていますが、ここに、子ども身障者と大人身障者との入園料の記載があります。 

 これは、こういった入園料につきましては、旧町村時代にできた経緯からどんな形になっていた

かわかりませんけども、そういった形でこの入園料が決められていたと思いますが、一方、その前

にあります八幡城なんかは、こういった身障者の入場料等は規定はしてありません。その辺の違い

もありますので、こういったことは、やっぱり郡上市になった以上は、ある程度統一性を持ってい

たほうがいいんじゃないかなという気がしていますが、それについてのできた経緯のこともあると

思いますので何とも言えませんけれども、今後のこういったものは統一していくべきじゃないかな

と思いますので、御意見を伺っておきたいと思います。 

○議長（兼山悌孝君）  答弁を求めます。 

 商工観光部長 福手均君。 

○商工観光部長（福手 均君）  では、お答え申し上げます。 
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 今御指摘のありました20ページのひるがの湿原植物園、これに関しましては、別表の中に含まれ

ているという、こういう表記でございましたので、これが、今、この条例で出てきたということで

ありますけども、実際は、ほかの条例でも身障の方の入園について記載がございまして、それにつ

いて御報告申し上げます。 

 まず、身障の方の支援措置ということでありますけども、八幡城におきましては、そして、郡上

八幡の博覧館、それぞれに設置条例の中で入館料等の減免措置を決めておりまして、身障手帳の

１級から３級を所持しておられる御本人、そして、その方の介助者、この方が入館される場合には

無料というふうにしております。 

 これは、市民・市外の方を問わず、そして年齢を問わず、全て無料ということでございまして、

八幡城でいいますと、大人は310円が無料、ゼロ円、そして子どもは150円がゼロ円となります。 

 ちなみにですけども、実績としましては、平成29年は969人の無料の入館というのがございまし

た。まず、これが１点の報告でございます。 

 続いて、博覧館におきましては、大人520円が無料、そして子どもさんは310円が無料ということ

で、こちらは平成29年は337人と、そういった実績がございます。 

 また、温泉におきましても、同じように定めておりまして、身障手帳をお持ちの方には割引する

というふうでございまして、具体的には、やまと温泉が、大人の場合には650円ですが、これを250

円に、400円の値引きをしております。また、子どもさんにつきましては300円をゼロ円にしており

ます。 

 そして、湯の平温泉、子宝の湯みなみです。そして、明宝湯星館、こちらにつきましても実質

550円を、大人の方は50円負担ということで500円の割引、そして、子どもさんは300円をゼロと、

そういったことをやっております。これが身障の方に対する回答でございます。 

 御指摘のありました統一等については、また今後検討してまいりたいと思っています。 

 以上です。 

○議長（兼山悌孝君）  14番 武藤忠樹君。 

○１４番（武藤忠樹君）  了解いたしました。ただ、その辺のところ、統一性がないもんですから、

何とか今後わかりやすくしていただきたいなということが１点と、それから、もう１点ですが、こ

こは身障者ということでありますが、今、全国的には75歳以上の高齢者の方が無料になる入園料の

ところがかなりあります。そういった高齢者に対する減免措置というものも、何とかこういった入

園料の中に書き込んでいくべきではないかなという気がしますが、その辺の考えもあわせて伺って

おきたいと思いますし、ぜひとも、この産建委員会に付託されますこの議案につきましても、委員

会のほうでしっかり議論していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（兼山悌孝君）  商工観光部長 福手均君。 
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○商工観光部長（福手 均君）  高齢者への支援措置ということでございますけども、温泉におきま

してそういった実績や制度がございます。75歳ではありませんけども、高鷲の湯の平温泉におきま

しては、65歳以上の方で市内に居住、それが住所・年齢が確認できる免許証等を示してもらえれば

350円ということで、600円の利用が350円に割引というものをしております。 

 また、やまと温泉のやすらぎ館におきましては、温泉オリジナルの高齢者温泉カードに登録した

人で、市内に住んでいる人と、こちらは70歳以上の方ですが、450円と。通常料金700円を450円に

値引きをしている。そういう実績がございますので、御報告でございます。 

○議長（兼山悌孝君）  14番 武藤忠樹君。 

○１４番（武藤忠樹君）  ありがとうございます。そういったことはある程度承知をしておりますけ

れども、観光立市ということもうたっておりますので、やっぱり観光客の方も含めて、そういった

高齢者の方への割引もやっているよということもアピールされたらなという気がしますので、ぜひ

ともそういったことが、例えば八幡城にしても、そういったことが書いてありませんので、できる

だけそういったこともＰＲしていく一つの案かと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（兼山悌孝君）  以上で、議案第12号の質疑を終わります。 

 以上で、通告のありました質疑を終了いたします。 

 議案第４号から議案第63号までの43議案については、会議規則第37条第１項の規定により、議案

付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託いたします。 

 ただいま各常任委員会に審査を付託しました43議案については、会議規則第44条第１項の規定に

より、３月19日午後５時までに審査を終了するよう期限をつけることとしたいと思います。これに

御異議はありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（兼山悌孝君）  異議なしと認めます。よって、ただいま各常任委員会に審査を付託しました

43議案については、３月19日午後５時までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしま

した。 

──────────────────────────────────────────── 

    ◎散会の宣告   

○議長（兼山悌孝君）  以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれで散会いたします。長時間にわたりまして御苦労さまでした。 

（午後 ３時３７分）  
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  上記会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためここに署名する。 

 

 

 

 

            郡上市議会議長   兼 山 悌 孝 

 

 

            郡上市議会議員   三 島 一 貴 

 

 

            郡上市議会議員   美谷添   生 

 

 


